
東大阪市社会福祉審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東大阪市社会福祉審議会条例（平成17年東大阪市条例第２号）第７条の

規定に基づき、東大阪市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（専門分科会） 

第２条 専門分科会及びその調査審議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

(２) 障害者福祉専門分科会 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項 

(３) 高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関する事項 

(４) 児童福祉専門分科会 児童並びに母子及び父子の福祉並びに母子保健に関する事項 

２ 審議会は、前項各号に定める専門分科会のほか、必要に応じ、その他の専門分科会を置く

ことができる。 

３ 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この項において同じ。）の

所管に属する専門事項について諮問を受けたときは、当該専門分科会の決議をもって審議会

の決議とすることができる。 

（審査部会） 

第３条 審議会は、障害者福祉専門分科会に次の各号に掲げる審査部会を置く。 

(１) 視覚障害審査部会 

(２) 聴覚障害等審査部会 

(３) 肢体不自由審査部会 

(４) 内部障害審査部会 

(５) 更生医療機関審査部会 

２ 審議会は、前項第１号から第４号までに掲げる審査部会に身体障害者の障害の種別ごとに

障害程度の審査に関する事項並びに身体障害者手帳に係る指定医の指定及び取消しに関す

る事項を、前項第５号に掲げる審査部会に更生医療を担当する医療機関の指定及び取消し並

びに担当する医療の種類の変更に関する事項を、それぞれ調査審議させるものとする。 

３ 審査部会ごとに審査部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこ

れを定める。 

４ 審査部会長は、会務を掌理する。 

５ 審査部会長に事故があるとき、又は審査部会長が欠けたときは、あらかじめ審査部会長の

指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

（審査部会の会議） 

第４条 審査部会の会議は、審査部会長が招集し、審査部会長がその議長となる。 

２ 審査部会の会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければこれを開くことができな

い。 

３ 審査部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、審査

部会長の決するところによる。 

４ 審議会は、前条第２項に定める事項について諮問を受けたときは、審査部会の決議をもっ

て審議会の決議とする。 

（部会） 



第５条 審議会は、必要に応じ、専門分科会に部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員（民生委員審査専門分科会に置く部会にあっては、委員。

次項において同じ。）は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員

又は臨時委員（民生委員審査専門分科会に置く部会にあっては、委員）がその職務を代理す

る。 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって、審議会の決議とすることがで

きる。 

７ 前条第１項から第３項までの規定は、部会の会議について準用する。この場合において、

これらの規定中「審査部会の」とあるのは「部会の」と、「審査部会長」とあるのは「部会

長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第27号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月29日規則第16号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年９月30日規則第51号）抄 

１ この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第24号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月22日規則第10号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


